
令和5年12月　第36号

●漏水調査の実施にあたってのご協力のお願い●

　熊谷市水道課では、道路陥没などの事故を未然に防止するため、道路や宅地内の地下に埋設さ

れている水道管の漏水調査を業務委託により実施しています。

　調査は、道路のほか宅地内の水道メーターなどで漏水の有無を調べるため、お客様の宅地の敷

地内へ立ち入る場合もありますのでご理解とご協力をお願いいたします。

　なお、調査員は「熊谷市水道課」の腕章を付け、熊谷市長発行の身分証明書を携帯していま

す。また、この調査は熊谷市水道課の費用で実施していますので、お客様に費用を請求すること

はありません。ご自宅の中に入ってきたりするなど不審な時は、身分証明書の提示を求めるか、

水道課までご連絡ください。

【調査区域】  市内全域

【調査期間】  令和６年３月３１日まで

【調査時間】  道路：昼、夜　宅地内：昼

【調査方法】  音聴調査（専用機器を使用）

【問 合 せ】  上下水道部  水道課  維持管理係　☎ ０４８ ー ５２０ ー ４１３５

☎０４８－５２０－４１３５■公道上の漏水発見、水質の管理に関すること　　　　…水道課  維持管理係
☎０４８－５２０－４１５３■水道事業の基本計画、配水管の工事に関すること　　…水道課  施設係
☎０４８－５２０－４１３６■水道の新設申し込みに関すること　　　　　　　　　…水道課  給水係

■水道の使用開始・中止の届出、メーター検針、水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料に関すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…経営課  料金係 ☎０４８－５２０－４１３２

「上下水道だより」第36号は、85,000部作成し、印刷・製本にかかる市の負担は1部あたり5.665円です。

編集／発行　熊谷市上下水道部  経営課　〒360-0811 熊谷市原島1031   ☎048-520-4132

令和5年12月　第36号

☎０４８－５２４－１１１１■下水道事業の基本計画、受益者負担金に関すること　…下水道課  計画係
☎０４８－５２４－１４３６■下水道施設の工事に関すること　　　　　　　　　　…下水道課  工事係
☎０４８－５２４－１４４６■宅内排水設備工事に関すること　　　　　　　　　　…下水道課  維持管理係
☎０４８－５２４－１１１１■農業集落排水施設の管理に関すること　　　　　　　…下水道課  農業集落排水係

上下水道に関するお問合せは

●クロスコネクションは禁止されています●

　安全な飲み水の確保のため、給水装置と他水管、その他の設備に直接連結（クロスコネクション）

することは水道法（水道法施行令第６条第１項第６号）により 禁止 されています。

　給水装置と他水管、その他の設備が直接連結（クロスコネクション）されていると、バルブの故障

や操作不良により、水道水以

外の水が蛇口から出て、健康

被害につながる恐れがありま

す。また水道本管に逆流し、

周辺住民に被害が拡大する恐

れがあり大変危険です。絶対

にしてはいけません。

　もし、直接連結（クロスコ

ネクション）になっている場

合は、速やかに市指定給水装

置工事事業者に依頼して水道

の給水管を切り離してくださ

い。

● 水道管・メーターボックス内の防寒対策 ●
　冷え込みが厳しくなると、水道管が凍結して水が出ないなどのトラブルが発生します。トラブルを

防止するため、防寒対策をお願いします。

◆凍結しやすい水道管
屋外に露出（むき出し）なっている管、陽の当たらない場所や風当た

りの強い場所にある管　など。　

◆水道管の凍結防止について
◇水道管や蛇口に毛布や保温材を巻き、保温材が濡れないようにその

　上から隙間なくビニール等を巻く

◇メーターボックスの中に、発泡スチロールや使い古しの毛布を入れ

　て保温する。（※検針に支障のない程度にお願いします。）

◆水道管が凍ってしまったときは
◇水道管が凍って水が出ない時は、自然に溶けるのを待つか、凍った

　部分にタオルを巻いて、ゆっくりと上からぬるま湯をかけてください。

※急に熱いお湯をかけると、水道管や蛇口が壊れることがありますの

　で注意してください。

◆水道管が破裂したときは
◇宅地内の水道管が破裂したときは、メーターボックス内にある止水栓を

　閉め、熊谷市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

　ただし、修理費用はお客様負担となります。

● 公共下水道へ接続する排水設備工事はお早めに ●
　公共下水道が整備された地域で、まだ公共下水道への切り替えがお済みでないご家庭は、早めに公

共下水道へ接続する排水設備工事を行っていただきますようお願いいたします。なお、排水設備工事

は、必ず「熊谷市下水道排水設備指定工事店」に依頼して工事を行ってください。熊谷市下水道排水

設備指定工事店の一覧は、市ホームページをご覧ください。

　（https://www.city.kumagaya.lg.jp　トップページ＞くらし＞上下水道＞下水道）

● 熊 谷 市 の 下 水 道 に つ い て ●
熊谷市の公共下水道は、荒川より北側の市街化区域を対象に整備を進めています。

令和５年度は、柿沼、大原二丁目、末広四丁目、平戸地内の整備を進めています。



令和5年12月　第36号 令和5年12月　第36号

0 10 20 30 40 50
（億円）

0 5 10 15 20 25 30 35 40
（億円）

収益的収支
水道料金などの収入と水道水を送り届ける
ための支出です。（消費税抜き）

資本的収支
浄水場、配水場や配水管を整備・改良する
ための収入・支出です。（消費税込み）

財 務 状 況

業 務 状 況
　建設改良事業においては、玉作浄水場残留塩素計更新工
事や東部浄水場配水ポンプ更新工事、塩増圧配水場配水ポ
ンプ等更新工事に着手するとともに、江南浄水場電気・機
械設備更新工事や東部浄水場電気設備改修工事等を実施し
ました。
　また、津田新田、万吉、戸出、平戸、高本、上奈良、中奈良、
大原、円光、上之、東別府、西別府、永井太田、肥塚、玉井、
玉井南、出来島、津田、小泉、屈戸、新島、久保島、箱田、
妻沼地内等の老朽管を改良するとともに、石原、久保島、
拾六間、三ヶ尻、池上、八ツ口、上須戸、問屋町、佐谷田、三本、
千代地内及び区画整理地内などに配水管等を布設して、有
収率の向上及び安定給水の確保のため管網整備等を図りま
した。

　収益的収入は、45億2,111万5千円となり、主な収入である給水収益（水道料金）は36億3,950万
4千円となりました。収益的支出は、37億9,788万円でしたので、純利益は、収支差額の7億2,323
万5千円となりました。
　また、資本的収支の収支差額（不足額）30億1,014万6千円は純利益を積み立てたお金など内部で
蓄えられた留保資金で補てんしました。

令和4年度水道事業決算のあらまし令和4年度水道事業決算のあらまし
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

給 水 人 口：188,185人

給 水 戸 数：89,127戸

総 配 水 量：24,923,306㎥

総有収水量：21,734,266㎥
＊有収水量とは、料金徴収の対象と
　なった水量

有　収　率：87.2％

県水の受水量：8,067,910㎥

【収益的収入  45億2,111万5千円】

【収益的支出  37億9,788万円】

【資本的収入  12億6,764万円】

【資本的支出  42億7,778万6千円】

借入元金の返済
6億6,172万6千円
借入元金の返済

6億6,172万6千円

積立金などで補てんする額
30億1,014万6千円

施設などの償却費
16億7,025万2千円

浄配水場などの工事費用等 
36億1,606万円

施設を維持し水を送り
届けるための費用ほか
14億5,930万2千円

その他の収入  8億8,161万1千円

配水施設整備工事などの負担金
1億1,193万3千円水道料金  36億3,950万4千円
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国などからの借入金・補助金ほか  8億7,215万円
加入者分担金  1億5,935万7千円

借入金等の支払利息
1億6,989万1千円

県水の購入費
4億9,843万5千円

収支差額
7億2,323万5千円

一般会計からの出資金
1億2,420万円

収益的収支
下水道使用料などの収入と施設を維持し下水を
処理するための支出です。（消費税抜き）

資本的収支
管渠の整備・施設の改良をするための収入・支出
です。（消費税込み）

財 務 状 況

業 務 状 況

　下水道未普及対策として、広瀬、拾六間、末広四丁目、

上之地内などで汚水管渠布設工事を実施し、雨水対策とし

て、拾六間地内で雨水函渠布設工事を実施しました。また、

ＪＲ熊谷駅周辺の合流区域である熊谷第２処理分区の老朽

化した管渠施設の機能維持や安全確保のため、管渠更生工

事を実施しました。

　収益的収入は、35億3,356万7千円となり、主な収入である営業収益（下水道使用料）は12億
7,164万8千円となりました。収益的支出は、30億9,848万3千円でしたので、純利益は、収支差額
の4億3,508万4千円となりました。
　また、資本的収支の収支差額（不足額）12億2,296万1千円は純利益を積み立てたお金など内部で
蓄えられた留保資金で補てんしました。

令和4年度下水道事業決算のあらまし令和4年度下水道事業決算のあらまし
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

下水道区域内人口：92,837人

水洗化戸数：36,196戸

年間総排水量：17,028,423㎥

汚水処理水量：13,018,408㎥

総有収水量：10,637,066㎥
＊有収水量とは、料金徴収の対象
　となった水量

有　収　率：81.7％

【収益的収入  35億3,356万7千円】

【収益的支出  30億9,848万3千円】

【資本的収入  12億3,598万3千円】

【資本的支出  24億5,894万4千円】
施設などの償却費

18億9,668万9千円

施設を維持し下水を処理するための費用ほか
10億214万円

その他の収入  9億6,727万9千円

下水道使用料
12億7,164万8千円

一般会計等からの繰入金
12億9,464万円
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借入金の支払利息
1億9,965万4千円

収支差額
4億3,508万4千円

借入元金の返済
12億3,690万1千円

積立金などで補てんする額
12億2,296万1千円

管渠などの工事費用等
12億2,204万3千円

工事負担金等
2,565万1千円

国庫等補助金
2億5,583万4千円

国などからの借入金
8億7,790万円

一般会計からの繰入金
7,659万8千円
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収益的収支
水道料金などの収入と水道水を送り届ける
ための支出です。（消費税抜き）

資本的収支
浄水場、配水場や配水管を整備・改良する
ための収入・支出です。（消費税込み）

財 務 状 況

業 務 状 況
　建設改良事業においては、玉作浄水場残留塩素計更新工
事や東部浄水場配水ポンプ更新工事、塩増圧配水場配水ポ
ンプ等更新工事に着手するとともに、江南浄水場電気・機
械設備更新工事や東部浄水場電気設備改修工事等を実施し
ました。
　また、津田新田、万吉、戸出、平戸、高本、上奈良、中奈良、
大原、円光、上之、東別府、西別府、永井太田、肥塚、玉井、
玉井南、出来島、津田、小泉、屈戸、新島、久保島、箱田、
妻沼地内等の老朽管を改良するとともに、石原、久保島、
拾六間、三ヶ尻、池上、八ツ口、上須戸、問屋町、佐谷田、三本、
千代地内及び区画整理地内などに配水管等を布設して、有
収率の向上及び安定給水の確保のため管網整備等を図りま
した。

　収益的収入は、45億2,111万5千円となり、主な収入である給水収益（水道料金）は36億3,950万
4千円となりました。収益的支出は、37億9,788万円でしたので、純利益は、収支差額の7億2,323
万5千円となりました。
　また、資本的収支の収支差額（不足額）30億1,014万6千円は純利益を積み立てたお金など内部で
蓄えられた留保資金で補てんしました。

令和4年度水道事業決算のあらまし令和4年度水道事業決算のあらまし
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

給 水 人 口：188,185人

給 水 戸 数：89,127戸

総 配 水 量：24,923,306㎥

総有収水量：21,734,266㎥
＊有収水量とは、料金徴収の対象と
　なった水量

有　収　率：87.2％

県水の受水量：8,067,910㎥

【収益的収入  45億2,111万5千円】

【収益的支出  37億9,788万円】

【資本的収入  12億6,764万円】

【資本的支出  42億7,778万6千円】

借入元金の返済
6億6,172万6千円
借入元金の返済

6億6,172万6千円

積立金などで補てんする額
30億1,014万6千円

施設などの償却費
16億7,025万2千円

浄配水場などの工事費用等 
36億1,606万円

施設を維持し水を送り
届けるための費用ほか
14億5,930万2千円

その他の収入  8億8,161万1千円

配水施設整備工事などの負担金
1億1,193万3千円水道料金  36億3,950万4千円
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国などからの借入金・補助金ほか  8億7,215万円
加入者分担金  1億5,935万7千円

借入金等の支払利息
1億6,989万1千円

県水の購入費
4億9,843万5千円

収支差額
7億2,323万5千円

一般会計からの出資金
1億2,420万円

収益的収支
下水道使用料などの収入と施設を維持し下水を
処理するための支出です。（消費税抜き）

資本的収支
管渠の整備・施設の改良をするための収入・支出
です。（消費税込み）

財 務 状 況

業 務 状 況

　下水道未普及対策として、広瀬、拾六間、末広四丁目、

上之地内などで汚水管渠布設工事を実施し、雨水対策とし

て、拾六間地内で雨水函渠布設工事を実施しました。また、

ＪＲ熊谷駅周辺の合流区域である熊谷第２処理分区の老朽

化した管渠施設の機能維持や安全確保のため、管渠更生工

事を実施しました。

　収益的収入は、35億3,356万7千円となり、主な収入である営業収益（下水道使用料）は12億
7,164万8千円となりました。収益的支出は、30億9,848万3千円でしたので、純利益は、収支差額
の4億3,508万4千円となりました。
　また、資本的収支の収支差額（不足額）12億2,296万1千円は純利益を積み立てたお金など内部で
蓄えられた留保資金で補てんしました。

令和4年度下水道事業決算のあらまし令和4年度下水道事業決算のあらまし
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

下水道区域内人口：92,837人

水洗化戸数：36,196戸

年間総排水量：17,028,423㎥

汚水処理水量：13,018,408㎥

総有収水量：10,637,066㎥
＊有収水量とは、料金徴収の対象
　となった水量

有　収　率：81.7％

【収益的収入  35億3,356万7千円】

【収益的支出  30億9,848万3千円】

【資本的収入  12億3,598万3千円】

【資本的支出  24億5,894万4千円】
施設などの償却費

18億9,668万9千円

施設を維持し下水を処理するための費用ほか
10億214万円

その他の収入  9億6,727万9千円

下水道使用料
12億7,164万8千円

一般会計等からの繰入金
12億9,464万円
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借入金の支払利息
1億9,965万4千円

収支差額
4億3,508万4千円

借入元金の返済
12億3,690万1千円

積立金などで補てんする額
12億2,296万1千円

管渠などの工事費用等
12億2,204万3千円

工事負担金等
2,565万1千円

国庫等補助金
2億5,583万4千円

国などからの借入金
8億7,790万円

一般会計からの繰入金
7,659万8千円
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●漏水調査の実施にあたってのご協力のお願い●

　熊谷市水道課では、道路陥没などの事故を未然に防止するため、道路や宅地内の地下に埋設さ

れている水道管の漏水調査を業務委託により実施しています。

　調査は、道路のほか宅地内の水道メーターなどで漏水の有無を調べるため、お客様の宅地の敷

地内へ立ち入る場合もありますのでご理解とご協力をお願いいたします。

　なお、調査員は「熊谷市水道課」の腕章を付け、熊谷市長発行の身分証明書を携帯していま

す。また、この調査は熊谷市水道課の費用で実施していますので、お客様に費用を請求すること

はありません。ご自宅の中に入ってきたりするなど不審な時は、身分証明書の提示を求めるか、

水道課までご連絡ください。

【調査区域】  市内全域

【調査期間】  令和６年３月３１日まで

【調査時間】  道路：昼、夜　宅地内：昼

【調査方法】  音聴調査（専用機器を使用）

【問 合 せ】  上下水道部  水道課  維持管理係　☎ ０４８ ー ５２０ ー ４１３５

☎０４８－５２０－４１３５■公道上の漏水発見、水質の管理に関すること　　　　…水道課  維持管理係
☎０４８－５２０－４１５３■水道事業の基本計画、配水管の工事に関すること　　…水道課  施設係
☎０４８－５２０－４１３６■水道の新設申し込みに関すること　　　　　　　　　…水道課  給水係

■水道の使用開始・中止の届出、メーター検針、水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料に関すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…経営課  料金係 ☎０４８－５２０－４１３２

「上下水道だより」第36号は、85,000部作成し、印刷・製本にかかる市の負担は1部あたり5.665円です。

編集／発行　熊谷市上下水道部  経営課　〒360-0811 熊谷市原島1031   ☎048-520-4132

令和5年12月　第36号

☎０４８－５２４－１１１１■下水道事業の基本計画、受益者負担金に関すること　…下水道課  計画係
☎０４８－５２４－１４３６■下水道施設の工事に関すること　　　　　　　　　　…下水道課  工事係
☎０４８－５２４－１４４６■宅内排水設備工事に関すること　　　　　　　　　　…下水道課  維持管理係
☎０４８－５２４－１１１１■農業集落排水施設の管理に関すること　　　　　　　…下水道課  農業集落排水係

上下水道に関するお問合せは

●クロスコネクションは禁止されています●

　安全な飲み水の確保のため、給水装置と他水管、その他の設備に直接連結（クロスコネクション）

することは水道法（水道法施行令第６条第１項第６号）により 禁止 されています。

　給水装置と他水管、その他の設備が直接連結（クロスコネクション）されていると、バルブの故障

や操作不良により、水道水以

外の水が蛇口から出て、健康

被害につながる恐れがありま

す。また水道本管に逆流し、

周辺住民に被害が拡大する恐

れがあり大変危険です。絶対

にしてはいけません。

　もし、直接連結（クロスコ

ネクション）になっている場

合は、速やかに市指定給水装

置工事事業者に依頼して水道

の給水管を切り離してくださ

い。

● 水道管・メーターボックス内の防寒対策 ●
　冷え込みが厳しくなると、水道管が凍結して水が出ないなどのトラブルが発生します。トラブルを

防止するため、防寒対策をお願いします。

◆凍結しやすい水道管
屋外に露出（むき出し）なっている管、陽の当たらない場所や風当た

りの強い場所にある管　など。　

◆水道管の凍結防止について
◇水道管や蛇口に毛布や保温材を巻き、保温材が濡れないようにその

　上から隙間なくビニール等を巻く

◇メーターボックスの中に、発泡スチロールや使い古しの毛布を入れ

　て保温する。（※検針に支障のない程度にお願いします。）

◆水道管が凍ってしまったときは
◇水道管が凍って水が出ない時は、自然に溶けるのを待つか、凍った

　部分にタオルを巻いて、ゆっくりと上からぬるま湯をかけてください。

※急に熱いお湯をかけると、水道管や蛇口が壊れることがありますの

　で注意してください。

◆水道管が破裂したときは
◇宅地内の水道管が破裂したときは、メーターボックス内にある止水栓を

　閉め、熊谷市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

　ただし、修理費用はお客様負担となります。

● 公共下水道へ接続する排水設備工事はお早めに ●
　公共下水道が整備された地域で、まだ公共下水道への切り替えがお済みでないご家庭は、早めに公

共下水道へ接続する排水設備工事を行っていただきますようお願いいたします。なお、排水設備工事

は、必ず「熊谷市下水道排水設備指定工事店」に依頼して工事を行ってください。熊谷市下水道排水

設備指定工事店の一覧は、市ホームページをご覧ください。

　（https://www.city.kumagaya.lg.jp　トップページ＞くらし＞上下水道＞下水道）

● 熊 谷 市 の 下 水 道 に つ い て ●
熊谷市の公共下水道は、荒川より北側の市街化区域を対象に整備を進めています。

令和５年度は、柿沼、大原二丁目、末広四丁目、平戸地内の整備を進めています。




